
【様式２】

個表番号： 1－① 法令名： 自転車競技法（S23法209）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

2
競輪開催前の届出受理（大
臣への経由） 法定受託 (7)

大臣の並行権限の行使条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 国の関与

1



【様式２】

個表番号： 1－③ 法令名： 小型自動車競走法（S25法208）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

4 競走開催前の届出 法定受託 (7)

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

2



【様式２】

個表番号： １－６ 法令名： 採石法（S２５法２９１）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

42① 報告及び検査 法定 (2)② ○

法律の目的を達成するために必要な
報告聴取や立入検査が出来る本条項
は、法律所管省として直接当該者に権
限を行使できることも可能とする必要
があるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

3



【様式２】

個表番号： ２－① 法令名： 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（Ｈ21法80）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

4①③④
商店街振興組合等が作成
した商店街活性化事業計
画の認定

 自治
法定受託

(7)

　全国的視点からモデル性のある商
店街を重点的に支援するためには、
質の担保が必要であるが、自らの地
域を優先的に支援するインセンティブ
が働く状態では正しく機能しないため、
是正の指示等を国として行えるように
しておく必要がある。現在認定の際に
行われる自治体への意見聴取（法第４
条第４項）のみでは行政目的を達成し
得ないことから、「地方分権推進計画
（平成10年5月29日）」のメルクマール
(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

<4③④>

商店街振興組合等が作成
した商店街活性化事業計
画の変更の認定
※法5④において準用

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

5①～③
商店街振興組合等が作成
した商店街活性化事業計
画の変更等

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

　移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

13①
認定商店街活性化事業者
に対する報告の徴収

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

6①③

一般社団法人若しくは一般
財団法人等が作成した商
店街活性化支援事業計画
の認定

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

4



【様式２】

個表番号： ２－① 法令名： 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律（Ｈ21法80）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<6③>

一般社団法人若しくは一般
財団法人等が作成した商
店街活性化支援事業計画
の変更の認定
※法７④において準用

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

7①～③

一般社団法人若しくは一般
財団法人等が作成した商
店街活性化支援事業計画
の変更等

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

13②
認定商店街活性化支援事
業者に対する報告徴収

 自治
法定受託

(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様「地方分権推
進計画（平成10年5月29日）」のメルク
マール(7)に該当する。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

記載例

　○○事業者は、金融に重大な影響を
及ぼす事業者であり、その監督は「地
方分権推進計画（平成10年5月28日）」
のメルクマール(2)④に該当するので
はないか。

5



【様式２】

個表番号： 2-② 法令名： 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（Ｈ20法33）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

12①

経済産業大臣の認定（非上
場株式等についての相続
税・贈与税の納税猶予制
度、中小企業信用保険法
の特例、株式会社日本政
策金融公庫法及び沖縄振
興開発金融公庫法の特例
の適用の前提となるもの）

 自治
法定受託

(3)②、
(7)

　当該事務は、国税や国費を使った政
策金融に係る制度の前提となる手続
を含んでおり、当該特例制度は全国単
一の制度であるため、メルクマール(3)
②に該当する。
　
　当該事務は、国税や国費を使った政
策金融に係る制度の前提となる手続
を含んでおり、国が本来行う事務であ
るが、国民の利便性及び事務処理の
効率性の観点から経済産業局に委任
しているものであり、メルクマール(7)に
該当する。

※当該修正内容等については、財務
省と調整が必要なものであり、今後変
更があり得る。

○

　移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

6



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

3①② 製造の許可
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

7②
製造事業者の地位承
継届出の受理

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

7



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

8①② 変更の許可等
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

9②
製造事業者による業
務報告の徴収

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

8



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

10 業務改善命令 法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

11① 廃止の届出
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

9



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

12 許可の取消し等 法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

13①

必要な行為の継続の
申請受理（相続人の
申請に係るものを除
く）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

10



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

14
製造事業者名簿の閲
覧等

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

40①②
報告及び立入検査
（製造事業者に係るも
のに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

11



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

4Ⅲ
試験研究製造の承認
の申請受理

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

40①②

報告及び立入検査
※40①（4Ⅲの承認を
受けた者に係るもの
に限る）、40②(承認試
験研究製造者に係る
ものに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

12



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

9③
製造業者からの亡失
等の報告の徴収

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<9③>
輸入業者からの亡失
等の報告の徴収
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

13



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<9③>
販売事業者からの亡
失等の報告の徴収
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<9③>
許可使用者からの亡
失等の報告の徴収
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

14



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

13①

製造事業者の相続人
による必要な行為の
継続の申請の受理
（相続人の申請に係る
ものに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

19①

輸入事業者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理（相
続人の申請に係るも
のに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

15



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

24①

販売事業者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理（相
続人の申請に係るも
のに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

29①

許可使用者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理（相
続人の申請に係るも
のに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

16



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

15 酒母等の移出の承認
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

16①② 輸入の許可
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

17



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

19①

輸入事業者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理（相
続人の申請に係るも
のを除く）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<7②>

製造事業者の地位承
継届出の受理
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

18



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<8①②
>

変更の許可等
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<9②>

製造事業者による業
務報告の徴収
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

19



【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<10>

業務改善命令
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

<11①>

廃止の届出
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<12>

許可の取消し等
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

<14>

製造事業者名簿の閲
覧等
（輸入事業者に係るも
のに限る）
※法20において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

40①②
報告及び立入検査
（輸入事業者に係るも
のに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

17ただ
し書

試験研究輸入の承認
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

40①②

報告及び立入検査
※40①（法第17条ただ
し書の承認を受けた
者に係るものに限る）
②(承認輸入者に係る
ものに限る）

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

21①② 販売の許可
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

24①

販売事業者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理(相続
人の申請に係るもの
を除く)

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<7②>

製造事業者の地位承
継届出の受理
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<8①②
>

変更の許可等
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<9②>

製造事業者による業
務報告の徴収
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<10>

業務改善命令
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

<11①>

廃止の届出
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<12>

許可の取消し等
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

<14>

製造事業者名簿の閲
覧等
(販売事業者に係るも
のに限る)
※法25において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

40①②
報告及び立入検査
※販売事業者に係る
ものに限る

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。

22①た
だし書

譲渡の承認
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

26①② 使用の許可
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

29①

許可使用者の相続人
による必要な行為の
継続の申請受理(相続
人の申請に係るもの
を除く)

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<7②>

製造事業者の地位承
継届出の受理
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<8①②
>

変更の許可等
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<9②>

製造事業者による業
務報告の徴収
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<10>

業務改善命令
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<11①>

廃止の届出
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<12>

許可の取消し等
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

法定 (1) ○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<14>

製造事業者名簿の閲
覧等
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

<40①
②>

報告及び立入検査
(許可使用者に係るも
のに限る)
※法30において準用

 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。

○

法定受託事務に対する並行権限の行
使　ア．　イ．　に該当。

アルコールの適正な流通管理の確保
のため、アルコール事業者が行う事業
（製造、輸入、販売、使用）をそのまま
継続させることが不適当であると認め
られる場合において、かかる事態を速
やかに解消するためには大臣自らが
報告、立入検査を行い、業務改善命
令、許可の取り消し、事業停止命令を
全国的な影響を鑑み即時に判断し行
うことが国民の利益の保護の観点から
必要である。
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【様式２】

個表番号： 2-④ 法令名： アルコール事業法（Ｈ12法36）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

32①②
③

担保の提供命令等
 自治
法定

(1)

アルコールは食品・医療品などに使用
され国民生活、産業活動で不可欠な
基礎的な物資である。アルコール事業
法では、酒類（酒税法）への不正使用
を防止するため、アルコールが最終的
に消費されるまで一貫した流通管理を
することが法律設置の目的となってい
る。自治事務により地域毎で異なる基
準による許認可等の事務・管理が行
われることとなると、国家として、統一
的な流通管理ひいてはアルコールの
安定供給に支障を及ぼすことが考えら
れる。このため、国家として統一的な
事務を確保しなければならないことか
ら法定受託事務とする必要がある。
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【様式２】

個表番号： ２－⑤ 法令名： 計量法（H4法５１）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

40①
特定計量器の製造事業の
届出の受理

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。

42①
届出製造事業者の変更の
届出の受理

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。

<42①>
届出修理事業者の変更の
届出の受理
※法46②において準用

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－⑤ 法令名： 計量法（H4法５１）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

45①
届出製造事業者の事業廃
止の届出の受理

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。

<45①>
届出修理事業者の事業廃
止の届出の受理
※法46②において準用

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。

46①
特定計量器の修理事業の
届出の受理

 自治
法定受託

1

・電気計器のユーザーは電気事業者
がほとんどであり、電気事業行政と密
接な関連のある電気計器に係る行政
は、広域性・統一性を計る必要がある
ため。
・電気計器以外の特定計量器におい
て、都道府県で行う事務は法第１６９
条の２で法定受託事務となっているた
め。
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【様式２】

個表番号： ２－⑦ 法令名： 揮発油等の品質の確保等に関する法律（S51法88）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

17の2
揮発油販売業者に対する
指示

 自治
法定(1)

(j)
(1)

広域に流通する石油製品の品質の確
保は、国において確保すべきものであ
ることから、法定受託事務とする。

○  自治

<17の
2>

軽油販売業者に対す
る指示
※法17の7②において
準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の
2>

灯油販売業者に対す
る指示
※法17の9②において
準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の
2>

重油販売業者に対す
る指示
※法17の11④におい
て準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： ２－⑦ 法令名： 揮発油等の品質の確保等に関する法律（S51法88）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

17の6
③～⑤

揮発油販売業者に対
する標準揮発油の表
示法の改善等の指示
等

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の6
③～⑤
>

軽油販売業者に対す
る標準軽油の表示法
の改善等の指示等※
法17の7②において準
用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の6
③～⑤
>

灯油販売業者に対す
る標準灯油の表示法
の改善等の指示等※
法17の9②において準
用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

17の5
揮発油生産業者等に
対する指示

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。
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【様式２】

個表番号： ２－⑦ 法令名： 揮発油等の品質の確保等に関する法律（S51法88）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<17の
5>

軽油生産業者等に対
する指示
※法17の8⑤において
準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の
5>

灯油生産業者等に対
する指示
※法17の10④におい
て準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。

<17の
5>

重油生産業者等に対
する指示
※法17の12④におい
て準用

 自治
法定(1) ○

粗悪品の広域的な流通等迅速な対応
を要する事態において、国自ら対応
し、必要な措置をとることを可能とする
ため、並行権限を確保することが必
要。
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【様式２】

個表番号： ２－⑧ 法令名： 伝統的工芸品産業の振興に関する法律（Ｓ49法57）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

４①
二次以降の振興計画の認
定

 法定受託
自治

報告
６①

　地域が一の都道府県区域内である
場合は当事務は都道府県が行ってお
り、当該事務は地方自治法に基づき
自治事務に整理されている。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（Ｓ42法149）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

39②Ⅰ
輸出用液化石油ガス器具
等の販売の届出受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

41 事業の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

42②
届出事業者の地位承継の
届出の受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

43 事業変更の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

44 事業廃止の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

2-⑨

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（Ｓ42法149）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

2-⑨

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

45
届出事項に係る情報の提
供

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
情報提供のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

46①Ⅰ
輸出用液化石油ガス器具
等の製造・輸入の届出受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

49
届出事業者に対する改善
命令

法定
(1)

○ 事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

50
届出事業者に対する表示
の禁止

法定
(1)

○ 事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

90①

聴聞
※法第５０の規程に基づく
権限の行使に係る場合に
限る（届出事業者に対する
表示の禁止に関するもの）

法定
(1)

○ 事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。
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【様式２】

個表番号： 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（Ｓ42法149）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

2-⑨

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

82①
報告の徴収（液化石油ガス
器具等に関するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

83①
立入検査等（液化石油ガス
器具等に関するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

83の2①
液化石油ガス器具等の提
出命令

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： 2－⑪ 法令名： 家庭用品品質表示法（S37法104）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

4① 違反業者に対する指示
 自治

法定受託
(1)

違反業者に対する指示は、家庭用品
への適切な表示を通じた製品の安全
確保に不可欠な事務であり、「地方分
権推進計画（平成10年5月28日）」のメ
ルクマール(1)に該当するのではない
か。

4② 関係大臣に対する通知
 自治
－

（大臣間の相互連絡について定めた
規定であり、4①における事後報告で
担保可能）

－
（大臣間の相互連絡について定めた
規定であり、4①における事後報告で
担保可能）

－
（大臣間の相互連絡について定めた
規定であり、4①における事後報告で
担保可能）

10① 申出の受理
 自治

法定受託
(7)

申出の受理は、国による表示の標準
の見直し等の端緒となる事務であり、
国が直接執行する事務の前提となる
手続として「地方分権推進計画（平成
10年5月28日）」のメルクマール(7)に該
当するのではないか。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

10② 申出による調査
 自治

法定受託
(7)

申出による調査は、国による表示の標
準の見直し等の端緒となる事務であ
り、国が直接執行する事務の前提とな
る手続として「地方分権推進計画（平
成10年5月28日）」のメルクマール(7)に
該当するのではないか。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 2－⑪ 法令名： 家庭用品品質表示法（S37法104）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

19①⑤ 報告徴収及び通知
 自治

法定受託
(7)

報告徴収は、国による違反対応等の
端緒となる事務であり、国が直接執行
する事務の前提となる手続として「地
方分権推進計画（平成10年5月28日）」
のメルクマール(7)に該当するのではな
いか。

指示

事後報告

(j)

6②

　同事務は、製品事故防止等の必要
性から、国民の生命、健康、安全に直
接関係する事務であり、「地方分権改
革推進計画（平成10年5月閣議決定）」
のメルクマール(j)により、国に同関与
（指示）を認めるのが適当である。
　また、同事務は、違反対応等、講じら
れる事後的な是正処理の端緒として
把握する必要がある事務であり、「地
方分権改革推進委員会第三次勧告
（平成21年10月）」のメルクマール6②
により、国に同関与（事後報告）を認め
るのが適当である。

19①⑤ 立入検査及び通知
 自治

法定受託
(7)

立入検査は、国による違反対応等の
端緒となる事務であり、国が直接執行
する事務の前提となる手続として「地
方分権推進計画（平成10年5月28日）」
のメルクマール(7)に該当するのではな
いか。

指示

事後報告

(j)

6②

　同事務は、製品事故防止等の必要
性から、国民の生命、健康、安全に直
接関係する事務であり、「地方分権改
革推進計画（平成10年5月閣議決定）」
のメルクマール(j)により、国に同関与
（指示）を認めるのが適当である。
　また、同事務は、違反対応等、講じら
れる事後的な是正処理の端緒として
把握する必要がある事務であり、「地
方分権改革推進委員会第三次勧告
（平成21年10月）」のメルクマール6②
により、国に同関与（事後報告）を認め
るのが適当である。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： 2-⑫ 法令名： 電気用品安全法（S36法234）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

3 事業の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

4②
届出事業者の地位承継の
届出の受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

5 変更の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

6 廃止の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

7
届出事項に係る情報の提
供

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 2-⑫ 法令名： 電気用品安全法（S36法234）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

11 改善命令 ○
移譲後も大臣に残る権限（第42条の5）
を処理するためには並行権限行使を
許容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

12 表示の禁止 ○
移譲後も大臣に残る権限（第42条の5）
を処理するためには並行権限行使を
許容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

45① 報告の徴収
 自治

法定受託
(7)

製造・輸入事業者に対する報告徴収
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、報告徴収のみでは製品安全
の確保という本来の行政目的を達し得
ないため。

指示

事後報告

(j)

6②

　同事務は、製品事故防止等の必要
性から、国民の生命、健康、安全に直
接関係する事務であり、「地方分権改
革推進計画（平成10年5月閣議決定）」
のメルクマール(j)により、国に同関与
（指示）を認めるのが適当である。

46① 立入検査等
 自治

法定受託
(7)

製造・輸入事業者に対する立入検査
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、立入検査のみでは製品安全
の確保という本来の行政目的を達し得
ないため。

指示

事後報告

(j)

6②

　同事務は、製品事故防止等の必要
性から、国民の生命、健康、安全に直
接関係する事務であり、「地方分権改
革推進計画（平成10年5月閣議決定）」
のメルクマール(j)により、国に同関与
（指示）を認めるのが適当である。

46の2① 電気用品の提出命令
 自治

法定受託
(7)

製造・輸入事業者に対する製品提出命
令は、国による違反対応等に不可欠な
ものであり、提出命令のみでは製品安
全の確保という本来の行政目的を達し
得ないため。

指示

事後報告

(j)

6②

　同事務は、製品事故防止等の必要
性から、国民の生命、健康、安全に直
接関係する事務であり、「地方分権改
革推進計画（平成10年5月閣議決定）」
のメルクマール(j)により、国に同関与
（指示）を認めるのが適当である。
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【様式２】

個表番号： 2-⑫ 法令名： 電気用品安全法（S36法234）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： 2-⑬ 法令名： ガス事業法（S29法51）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

39の3②Ⅰ 販売の制限免除の届出の受理
 自治

法定受託
(7)

販売の制限免除に関する情報は、
国による違反対応等に不可欠なも
のであり、届出受理のみでは製品
安全の確保という本来の行政目的
を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

39の5
ガス用品の製造又は輸入
の事業の届出の受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

39の6②
届出事業者の地位の承継
の届出の受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

39の7か
ら9及び
10①Ⅰ

届出事業者の変更等の届
出の受理等

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国による
違反対応等に不可欠なものであり、届
出受理のみでは製品安全の確保とい
う本来の行政目的を達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

39の13
届出事業者に対する改善
命令

○
　移譲後も大臣に残る権限（第39条の
18）を処理するためには並行権限行使
を許容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 2-⑬ 法令名： ガス事業法（S29法51）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

39の14
届出事業者に対する表示
の禁止命令

○
　移譲後も大臣に残る権限（第39条の
18）を処理するためには並行権限行使
を許容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。

46①
報告の徴収（ガス用品の
製造又は輸入の事業に
関するもの）

 自治
法定受託

(7)

製造・輸入事業者に対する報告徴収
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、報告徴収のみでは製品安全
の確保という本来の行政目的を達し得
ないため。

47①
立入検査（ガス用品の製
造又は輸入の事業に関
するもの）

 自治
法定受託

(7)

製造・輸入事業者に対する立入検査
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、立入検査のみでは製品安全
の確保という本来の行政目的を達し得
ないため。

47の2① ガス用品の提出命令
 自治

法定受託
(7)

製造・輸入事業者に対する製品提出
命令は、国による違反対応等に不可
欠なものであり、提出命令のみでは製
品安全の確保という本来の行政目的
を達し得ないため。

49①

表示の禁止に係る聴聞
※法39の14の規定に基
づく権限の行使に係る場
合に限る（届出事業者の
表示に関するもの）

○
　移譲後も大臣に残る権限（第39条の
18）を処理するためには並行権限行使
を許容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握する
必要がある事務であり、「地方分権改
革推進委員会第三次勧告（平成21年
10月）」のメルクマール6②により、国に
同関与を認めるのが適当である。
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【様式２】

個表番号： 2-⑬ 法令名： ガス事業法（S29法51）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願います。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： ２－１４ 法令名： 採石法（S２５法２９１）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

34の6
採石業者に対する指導及
び助言

法定
 自治

(2)②

法律の目的である災害防止や、岩石
採取の事業の健全な発展を達成する
ために行う当該業務は、天然資源の
適正管理に関する事務に該当（「地方
分権推進計画（平成10年5月28日）」メ
ルクマール(2)②）するため。

○

法律の目的である災害防止や、岩石
採取の事業の健全な発展を達成する
ためには、法律所管省として直接当該
者に権限を行使できることも可能とす
る必要があるため。

34の7 資料の提出の要求等 法定 (2)② ○

法律の目的を達成するために必要な
資料の提出を求める本条項は、法律
所管省として直接当該者に権限を行
使できることも可能とする必要がある
ため。

42の2
の2

経済産業大臣の指示 法定 (2)② ○

法律の目的を達成するために必要な
災害防止指示ができる本条項は、法
律所管省として直接当該者に権限を
行使できることも可能とする必要があ
るため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 2－⑮ 法令名： 工業標準化法（S24法185）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

19①②、
20①、23
①～③

 日本工業規格への適合の
 表示認証機関の登録

 自治
法定受託

(1)
(8)

（１）工業標準化法に基づく登録認証機関がJIS認証を行う
地域には国外も含め制限がなく、「国家の統治の基本」を確
保等する観点から、登録関連業務は全国均一であることが
不可欠。広域的実施体制の間或いは広域的実施体制と国
との間で対応体制・対応方針に違いが存在すれば、違反の
蓋然性の高い認証機関・製造業者等が対応体制等の十分
でない地域に集中する恐れがあるため、処理基準の設定や
是正の指示等の国の関与が認められる法定受託事務とす
ることが必要。
（２）工業標準化法に基づく登録関連業務は、WTO/TBT協
定の対象である「適合性評価手続」であることに加え、我が
国がマレーシア、インド、フィリピン等と締結している経済連
携協定等において、様々な形で協議等の対象となっており、
一部の外国政府機関との間で登録内容等について協議等
を実施中。
また、認証機関の登録基準である国際標準化機構(ISO)及
び国際電気標準会議(IEC)の指針につき、平成２４年夏以降
の改訂が予定されており、改訂案が採択されれば、登録関
連業務に係る見直しを行う見込み。海外政府との協議等及
び国際的指針の改訂に対して国家として統一的に対応する
観点からも、法定受託事務とすることが必要。
（３）工業標準化法に基づく登録関連業務の遂行に際して
は、現行規定上、局から独立行政法人製品評価技術基盤
機構(公務員型独法)に対する調査指示が可能となっている
が、広域的実施体制による同独法に対する調査指示につ
き、どのように整理するか検討が必要。
（４）なお、工業標準化法に基づく登録は登録免許税（国税）
の対象となっているが、登録関連業務を広域的実施体制に
移管した場合の課税の公平性・中立性等に係る整理が必
要。

（自治法上
の関与の基
本類型に加

え）
事後報告

工業標準化法に基づく登録認証機関・
製造業者等に対する適合命令、改善
命令、立入検査等の実施や官報での
公示など、JISマーク制度の全国均一
の運営を確保するに当たり、制度全体
の運用状況等について、引き続き国と
して的確に把握するため、国への事後
報告が必要。

25②
認証機関の登録申請に係
る製品評価技術基盤機構
に対する調査指示

 自治
法定受託

(1)
(8)

同上 同上 同上

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 2－⑮ 法令名： 工業標準化法（S24法185）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<25②>

認証機関の登録更新申請
に係る製品評価技術基盤
機構に対する調査指示
※法28②において準用

 自治
法定受託

(1)
(8)

同上 同上 同上

28① 登録の更新
 自治

法定受託
(1)
(8)

同上 同上 同上

29②
登録認証機関の地位を承
継した者からの届出

 自治
法定受託

(1)
(8)

同上 同上 同上

31③、
32、33
①、34

国内登録認証機関からの
届出等

 自治
法定受託

(1)
(8)

同上 同上 同上

36
国内登録認証機関に対す
る適合命令

法定受託
(1)
(8)

同上 ○

現行規定において、大臣が自らその権
限を行うことを妨げないとされており、
以下の理由からも、引き続き並行権限
とすることが必要。

ア．大臣が法令上認められている自ら
の権限に属する事務を処理するため、
広域的実施体制の自主性、自立性を
阻害することなく、広域的実施体制と
は別の観点から広域的実施体制と同
一の事務を処理する場合
イ．法定受託事務として地方公共団体
が処理する事項に関し、その性質上特
に必要があるものについて、国民の利
益を保護する緊急の必要がある場合
（同様の事務を地方公共団体が処理
する場合、すでに並行権限行使が許
容されているものを含む。）

同上 同上
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【様式２】

個表番号： 2－⑮ 法令名： 工業標準化法（S24法185）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

37
国内登録認証機関に対す
る改善命令

法定受託
(1)
(8)

同上 ○ 同上 同上 同上

38
国内登録認証機関に対す
る登録の取り消し等

法定受託
(1)
(8)

同上 ○ 同上 同上 同上

40①
国内登録認証機関に対す
る報告徴収及び立入検査

法定受託
(1)
(8)

同上 ○ 同上 同上 同上

21①②
認証製造業者等に対する
報告徴収及び立入検査

法定受託 (1) ○ 同上 同上 同上

22
認証製造業者等に対する
表示の除去命令等

法定受託 (1) ○ 同上 同上 同上
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【様式２】

個表番号： 3-① 法令名： 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（H20法38）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

4①③ 農商工等連携事業計画の認定
 自治

法定受託
(7)

　本制度は、中小企業者と農林漁業
者が連携し、それぞれの経営資源を
活用して行う新商品や新サービスの
開発、販路開拓等の取組を促進し、中
小企業の経営の向上及び農林漁業
経営の改善を図ることを目的としてい
る。
　本目的の達成のためには、全国的
視点の下、一定以上のレベルを保ち
つつ、支援していく必要があり、直接
国が実施すべき制度であることから、
自治事務ではなく、法定受託事務とす
ることが適当と考える。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

<4③>
農商工等連携事業計画の変更の認定
※5④において準用

 自治
法定受託

(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

5①～③ 農商工等連携事業計画の変更等
 自治

法定受託
(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

14
基準に適合することについての経済産業
大臣の確認（課税の特例の適用条件）

 自治
法定受託

(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

17①
認定農商工等連携事業者に対する報告
の徴収

 自治
法定受託

(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

6①③ 農商工等連携支援事業計画の認定
 自治

法定受託
(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

<6③>
農商工等連携支援事業計画の変更の認
定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※7③
において準用

 自治
法定受託

(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-① 法令名： 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（H20法38）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

7①② 農商工等連携支援事業計画の変更等
 自治

法定受託
(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

17②
認定農商工等連携支援事業者に対する
報告の徴収

 自治
法定受託

(7) 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3-② 犯罪による収益の移転防止に関する法律（H19法22）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

13 報告 法定受託 (2)④
指示

事後報告
ｋ,６②

犯罪収益の移転防止による国民生活
の安全と平穏に資するため、統一的か
つ迅速な対応が必要であること等を踏
まえ、地方自治法第２４５条の７に規定
する是正の指示のみならず、個別法に
基づく関与として、国が報告に関して必
要な指示をし、事後に報告を受けるこ
とができる規定を設けるべきであるた
め。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

14① 立入検査 法定受託 (2)④ ○

商品先物取引業者に関する権限の委
任は、主務大臣の並行権限も含め商
品先物取引法と同様であることから、
効率的な法執行を確保するために、当
該事務を行わなければ、我が国経済
社会に不利益を及ぼすおそれがある
ため、主務大臣に法令上認められてい
る自らの権限に属する事務を処理する
には、並行権限の行使を許容する必要
があるため。

指示
事後報告

ｋ,６②

犯罪収益の移転防止による国民生活
の安全と平穏に資するため、統一的か
つ迅速な対応が必要であること等を踏
まえ、地方自治法第２４５条の７に規定
する是正の指示のみならず、個別法に
基づく関与として、国が立入検査に関
して必要な指示をし、事後に報告を受
けることができる規定を設けるべきで
あるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

15 指導、助言、勧告等 法定受託 (2)④ ○

商品先物取引業者に関する権限の委
任は、主務大臣の並行権限も含め商
品先物取引法と同様であることから、
効率的な法執行を確保するために、当
該事務を行わなければ、我が国経済
社会に不利益を及ぼすおそれがあり、
また国が必然的に全国的に行う必要
が生じうるため、主務大臣に法令上認
められている自らの権限に属する事務
を処理するには、並行権限の行使を許
容する必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

犯罪収益の移転防止による国民生活
の安全と平穏に資するため、統一的か
つ迅速な対応が必要であること等を踏
まえ、地方自治法第２４５条の７に規定
する是正の指示のみならず、個別法に
基づく関与として、国が指導、助言、勧
告等に関して必要な指示をし、事前に
協議を受け同意をすることができる規
定を設けるべきであるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-② 犯罪による収益の移転防止に関する法律（H19法22）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

16 是正命令 法定受託 (2)④ ○

商品先物取引業者に関する権限の委
任は、主務大臣の並行権限も含め商
品先物取引法と同様であることから、
効率的な法執行を確保するために、当
該事務を行わなければ、我が国経済
社会に不利益を及ぼすおそれがあり、
また国が必然的に全国的に行う必要
が生じうるため、主務大臣に法令上認
められている自らの権限に属する事務
を処理するには、並行権限の行使を許
容する必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

犯罪収益の移転防止による国民生活
の安全と平穏に資するため、統一的か
つ迅速な対応が必要であること等を踏
まえ、地方自治法第２４５条の７に規定
する是正の指示のみならず、個別法に
基づく関与として、国が是正命令に関
して必要な指示をし、事前に協議を受
け同意をすることができる規定を設け
るべきであるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制の
エリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願います。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何に
よっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： ３－③ 法令名： 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（H19法39）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

6①②④
地域産業資源活用事業計
画の認定

 自治
法定受託

（７）

　本制度は、中小企業が地域産業資
源を活用し創意ある新商品・新サービ
スの開発を行うことにより、地域資源
の価値向上を図るとともに地域経済の
活性化を通じ国民経済の発展に寄与
することを目的としている。
　本目的を達成するため、全国的視点
の下、バラツキが生じないよう一定以
上のレベルを保ち支援していくことが
必要であり、本来国が実施すべき制度
であることから、自治事務ではなく、法
定受託事務とすることが適当と考え
る。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

7
地域産業資源活用事業計
画の変更等

 自治
法定受託

（７） 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

11
基準に適合することについ
て経済産業大臣の確認
（課税の特例の適用条件）

 自治
法定受託

（７） 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

15
認定地域産業資源活用事
業を行う者に対する報告の
徴収

 自治
法定受託

（７） 同上 ○

移譲後も事業者等に対し、大臣が全
国統一的な観点から、当該事務に対し
並行権限行使を許容する必要がある
ため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

18 技術基準適合命令 法定受託 （７） ○
事後報告

指示
（６②）

（ｌ）

28② 指導及び助言 法定受託 （７） ○
事後報告

指示
（６②）

（ｌ）

29①
報告徴収(特定特殊自動車
の使用者に係るものに限
る）

法定受託 （７） ○
事後報告

指示
（６②）

（ｌ）

29②
立入検査(特定特殊自動車
の使用者に係るものに限
る）

法定受託 （７） ○
事後報告

指示
（６②）

（ｌ）

※いずれの方針も、今後、共管省庁（国交省、環境省）との調整が必要。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

現行規定においても、大臣が自らその
権限を行うことを妨げないこととされて
おり、引き続き並行権限とすることが
適当。

（事後報告）
広域的実施体制が実施した当該事務
の内容について把握し、国が全国一
律に行う特定特殊自動車の排出ガス
規制を実効性のあるものとすることが
必要。

（指示）
当該事務の対象事業者のうち、全国
規模で活動するものが存在し、法の全
国一律な運用を行う観点から、大臣に
よる指示を認め、本省の指揮の下、円
滑かつ確実に事務を実施することが
必要。

3-⑥ 法令名： 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（H17法51）
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【様式２】

個表番号： 3－⑦ 法令名： 使用済自動車の再資源化等に関する法律（H14法87）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

130③ 報告の徴収 法定受託 (7) ○

　現行規定においても、大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げないこととされ
ており、引き続き並行権限とすることが
適当。

事後報告
指示

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が自
動車製造業者等又に対して指導、助
言、勧告、及び命令等を実施すること
としているため、同事務の結果を速や
かに大臣に報告することが必要。

（指示）
　当該事務の対象者である自動車製
造業者等は、全国規模で活動するも
のであるため、広域的な被害のまん延
防止の観点から、大臣による指示を認
めることが必要。

131② 立入検査 法定受託 (7) ○

　現行規定においても、大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げないこととされ
ており、引き続き並行権限とすることが
適当。

事後報告
指示

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が自
動車製造業者等又に対して指導、助
言、勧告、及び命令等を実施すること
としているため、同事務の結果を速や
かに大臣に報告することが必要。

（指示）
　当該事務の対象者である自動車製
造業者等は、全国規模で活動するも
のであるため、広域的な被害のまん延
防止の観点から、大臣による指示を認
めることが必要。

※上記については、共管省庁（環境省）との調整が必要

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-8 法令名： 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（H12法116）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

9①
食品廃棄物多量発生事業
者の定期報告の受理

法定受託
(1)
(7)

11①②⑤
⑥

登録再生利用事業者の登
録・変更申請の受付、都道
府県知事への通知

法定受託
(1)
(7)

15①②
登録再生利用事業者の料
金の届出受理、変更の指
示

法定受託
(1)
(7)

17①
登録再生利用事業者の登
録の取消し

法定受託
(1)
(7)

24①～③

食品関連事業者、登録再
生利用事業者及び認定事
業者に対する報告徴収及
び立入検査

法定受託
(1)
(7)

※上記については、共管省庁（農水省、環境省、財務省、厚労省、国交省）との調整が必要

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

　同事務の結果に基づき、大臣が事業
者に対して指導、勧告、公表、命令等
を実施することとしているため、「地方
分権推進計画（平成10年5月閣議決
定）」のメルクマール(7)に該当する。

○

　現行規定においても、大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げないこととされ
ており、引き続き並行権限とすることが
適当。

事後報告
指示

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が事
業者に対して指導、勧告、公表、命令
等を実施することとしているため、同事
務の結果を速やかに大臣に報告する
ことが必要。

（指示）
　当該事務の対象事業者のうち、全国
規模で活動するものが相当数存在し、
法の全国一律な運用を行う観点から、
大臣による指示を認め、本省の指揮
の下、円滑かつ確実に事務を実施す
ることが必要。
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【様式２】

個表番号： 3-9 法令名： 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（H11法18）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

34①
経営革新計画に基づく
調査

○
　移譲後も、財政支援などの特例措置を講じるた
め、調査を行う必要があることから、並行権限の行
使を許容する必要があるため。

35 報告の徴収 ○
　移譲後も、財政支援などの特例措置を講じるた
め、報告の徴収を行う必要があることから、並行権
限の行使を許容する必要があるため。

11①
異分野連携新事業分
野開拓計画の認定

 自治
法定受託

(7)

　本制度は、ある特定分野において、他者が容易に真似出来ない優れたノウハ
ウ・技術を有する中小企業同士を連携させ、互いの経営資源(技術､販路等)を活
用し、他にない新商品・新サービスの開発を行うことにより、新たな事業分野の
開拓を図ることを目的としている。
　本目的の達成のためには、全国的視点の下、一定以上のレベルを保ちつつ、
支援していく必要があり、直接国が実施すべき制度であることから、自治事務で
はなく、法定受託事務とすることが適当と考える。

○
移譲後も事業者等に対し、大臣が全国統一的な
観点から、当該事務に対し並行権限行使を許容す
る必要があるため。

12①～③
異分野連携新事業分
野開拓計画の変更等

 自治
法定受託

(7) 同上 ○
移譲後も事業者等に対し、大臣が全国統一的な
観点から、当該事務に対し並行権限行使を許容す
る必要があるため。

34②
異分野連携新事業分
野開拓計画に基づく調
査

 自治
法定受託

(7) 同上 ○
移譲後も事業者等に対し、大臣が全国統一的な
観点から、当該事務に対し並行権限行使を許容す
る必要があるため。

35

報告の徴収
※認定異分野連携新
事業分野開拓計画の
実施状況に係るものに
限る

 自治
法定受託

(7) 同上 ○
移譲後も事業者等に対し、大臣が全国統一的な
観点から、当該事務に対し並行権限行使を許容す
る必要があるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

64



【様式２】

個表番号： 3-⑩ 法令名： 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（H11法131）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

39の2①⑤⑥ 中小企業承継事業再生計画の認定
 自治

法定受託
(7)

　本制度は、特定中小企業者及び承
継事業者が共同で行う中小企業の承
継事業再生を支援することで、中小企
業の活力の再生を図ることを目的とし
ている。
　本目的の達成のためには、全国統
一的な視点の下、一定以上の水準を
保ちつつ、支援する必要があり、直
接、国が実施すべき制度であることか
ら、自治事務ではなく、法定受託事務
とすることが必要。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

39の3①②④～
⑥

中小企業承継事業再生計画の変更等
 自治

法定受託
(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様、法定受託事
務とすることが必要。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

39の4②③ 特定許認可等に基づく地位の承継等
 自治

法定受託
(7)

法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様、法定受託事
務とすることが必要。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

73①
認定事業者等に対する計画の実施状況
についての報告徴収

 自治
法定受託

(7)
法認定と一体となって行われる事務で
あることから、上記同様、法定受託事
務とすることが必要。

○

移譲後も事業者等に対し、大臣
が全国統一的な観点から、当該
事務に対し並行権限行使を許
容する必要があるため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-⑪ 法令名： 特定家庭用機器再商品化法（H10法97）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

52 報告の徴収 法定受託 (7) ○
指示

事後報告

53① 立入検査 法定受託 (7) ○
指示

事後報告

※上記については、共管省庁（環境省）との調整が必要

現行規定においても、大臣が自らその
権限を行うことを妨げないこととされて
おり、日本各地でリサイクルを実施し
ている製造業者等のリサイクル実績の
把握や日本全国において販売等を
行っている小売業者の製造業者等へ
の引渡実績等を把握するために、現
状において実際に大臣が当該権限を
行使してきていることから、引き続き大
臣による権限の執行を残すことが必
要。

（指示）
　当該事務の対象事業者のうち、全国
規模で活動するものが相当数存在し、
法の全国一律な運用を行う観点から、
大臣による指示を認め、本省の指揮
の下、円滑かつ確実に事務を実施す
ることが必要。

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が小
売業者、製造業者等に対して指導、助
言、勧告、及び命令等を実施すること
としているため、同事務の結果を速や
かに大臣に報告することが必要。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3－⑫ 法令名： 地球温暖化対策の推進に関する法律（Ｈ１０法117）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

20の4③
地方公共団体実行計画協
議会に対する助言

自治 ○

21の2①
温室効果ガス算定排出量
の報告

法定 7 指示

当該事務は、法21条の４①に基づく事
業所間大臣の主務大臣に対する通知
義務、法21条の５④に基づく主務大臣
の公表義務の前提となっているもので
あるため、受任機関による適切な執行
を担保する必要がある。

21の3①
権利利益の保護に係る請
求の受理

法定 7 指示 同上

21の8①
特定排出者からの情報提
供の受理

法定 7 指示 同上

※いずれの方針も、今後、共管省庁（環境省）との調整が必要。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-13 法令名： 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（H7法112）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

7の6
容器包装多量利用事業者
からの定期報告の受理

法定受託 (7)

39
特定事業者に対する報告
徴収

法定受託 (7)

40
特定事業者に対する立入
検査

法定受託 (7)

※上記については、共管省庁（財務省、厚労省、農水省、環境省）との調整が必要

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

○

　現行規定においても、大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げないこととされ
ており、引き続き並行権限とすることが
適当。

事後報告
指示

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が事
業者に対して指導、勧告、公表、命令
等を実施することとしているため、同事
務の結果を速やかに大臣に報告する
ことが必要。

（指示）
　当該事務の対象事業者のうち、全国
規模で活動するものが相当数存在し、
法の全国一律な運用を行う観点から、
大臣による指示を認め、本省の指揮
の下、円滑かつ確実に事務を実施す
ることが必要。
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【様式２】

個表番号： 3-15 法令名： 資源の有効な利用の促進に関する法律（H3法48）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

37② 報告及び立入検査 法定受託 (7) ○

　現行規定においても、大臣が自らそ
の権限を行うことを妨げないこととされ
ており、引き続き並行権限とすることが
適当。

事後報告
指示

（事後報告）
　当該事務の結果を踏まえ、大臣が事
業者に対して指導、勧告、公表、命令
等を実施することとしているため、同事
務の結果を速やかに大臣に報告する
ことが必要。

（指示）
　当該事務の対象事業者のうち、全国
規模で活動するものが相当数存在し、
法の全国一律な運用を行う観点から、
大臣による指示を認め、本省の指揮
の下、円滑かつ確実に事務を実施す
ることが必要。

※上記については、共管省庁（財務省、厚労省、農水省）との調整が必要

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-⑯ 商品投資に係る事業の規制に関する法律（H3法66）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

10
許可申請書変更の届出の
受理

法定受託 (2)④ 事後報告 ６②

　同事務は、事後的な是正措置を講じ
る場合の端緒として把握する観点から
の事務の処理に関するものであり、受
け取ることにより効果が発生すること
から、「地方分権改革推進委員会第３
次勧告（平成21年10月）」の６②によ
り、個別法に基づく関与として、国に事
後に報告を受けることを認める規定を
設けるのが適当である。

30①
商品投資顧問業者等に対
する報告及び立入検査

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、投資者保
護を確保するために、緊急に対応の
必要が認められる場合など、当該事
務を行わなければ、我が国経済社会
に不利益を及ぼすおそれがあるため、
主務大臣が自らの権限に属する事務
を機動的に処理するためには、並行
権限の行使を許容する必要があるた
め。
また、商品投資顧問業の許可取消及
び業務停止命令（法第３２条）は、主務
大臣固有の権限であるため、主務大
臣による同条の執行を行うために、並
行権限の行使を許容する必要がある
ため。

指示
事後報告

ｋ,６②

　同事務は、広域的な被害のまん延防
止の観点からの事務の処理に関する
ものであり、「地方分権改革推進計画
（平成10年5月閣議決定）」のメルク
マール（ｋ）により、地方自治法第２４５
条の７に規定する是正の指示のみな
らず、個別法に基づく関与として、国に
報告徴収及び立入検査に関する必要
な指示をし、事後に報告を受けること
を認める規定を設けるのが適当であ
る。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-⑯ 商品投資に係る事業の規制に関する法律（H3法66）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<30①>
37で準用

商品投資販売業者等に対
する報告及び立入検査

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、投資者保
護を確保するために、緊急に対応の
必要が認められる場合など、当該事
務を行わなければ、我が国経済社会
に不利益を及ぼすおそれがあるため、
主務大臣が自らの権限に属する事務
を機動的に処理するためには、並行
権限の行使を許容する必要があるた
め。

指示
事後報告

ｋ,６②

　同事務は、広域的な被害のまん延防
止の観点からの事務の処理に関する
ものであり、「地方分権改革推進計画
（平成10年5月閣議決定）」のメルク
マール（ｋ）により、地方自治法第２４５
条の７に規定する是正の指示のみな
らず、個別法に基づく関与として、国に
報告徴収及び立入検査に関する指示
をし、事後に報告を受けることを認め
る規定を設けるのが適当である。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。
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【様式２】

個表番号： 3-⑯ 商品投資に係る事業の規制に関する法律（H3法66）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

31 業務改善命令 法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、投資者保
護を確保するために、緊急に対応の
必要が認められる場合など、当該事
務を行わなければ、我が国経済社会
に不利益を及ぼすおそれがあり、また
国が必然的に全国的に行う必要が生
じうるため、主務大臣が自らの権限に
属する事務を機動的に処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。
また、主務大臣が自ら実施した報告徴
収及び立入検査の結果、業務改善命
令が相当と判断した場合に、並行権限
行使を許容する必要があるため。
さらに、主務大臣固有の権限である業
務停止命令（法第３２条）を行う場合に
は、同時に業務改善命令を行う必要
がある場合が殆どであることから、並
行権限の行使を許容する必要がある
ため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

　同事務は、広域的な被害のまん延防
止の観点からの事務の処理に関する
ものであり、「地方分権改革推進計画
（平成10年5月閣議決定）」のメルク
マール（ｋ）により、地方自治法第２４５
条の７に規定する是正の指示のみな
らず、個別法に基づく関与として、国に
業務改善命令に関する必要な指示を
し、事前に協議を受け同意をすること
ができる規定を設けるのが適当であ
る。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

35
商品投資販売業者に対す
る指示

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、投資者保
護を確保するために、緊急に対応の
必要が認められる場合など、当該事
務を行わなければ、我が国経済社会
に不利益を及ぼすおそれがあり、また
国が必然的に全国的に行う必要が生
じうるため、主務大臣が自らの権限に
属する事務を機動的に処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

　同事務は、広域的な被害のまん延防
止の観点からの事務の処理に関する
ものであり、「地方分権改革推進計画
（平成10年5月閣議決定）」のメルク
マール（ｋ）により、地方自治法第２４５
条の７に規定する是正の指示のみな
らず、個別法に基づく関与として、国に
商品投資販売業者に対する指示に関
する必要な指示をし、事前に協議を受
け同意をすることができる規定を設け
るのが適当である。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。
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【様式２】

個表番号： 3-⑯ 商品投資に係る事業の規制に関する法律（H3法66）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

36
商品投資販売業者に対す
る業務の停止命令等

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、投資者保
護を確保するために、緊急に対応の
必要が認められる場合など、当該事
務を行わなければ、我が国経済社会
に不利益を及ぼすおそれがあり、また
国が必然的に全国的に行う必要が生
じうるため、主務大臣が自らの権限に
属する事務を機動的に処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

　同事務は、広域的な被害のまん延防
止の観点からの事務の処理に関する
ものであり、「地方分権改革推進計画
（平成10年5月閣議決定）」のメルク
マール（ｋ）により、地方自治法第２４５
条の７に規定する是正の指示のみな
らず、個別法に基づく関与として、国に
業務停止命令に関する必要な指示を
し、事前に協議を受け同意をすること
ができる規定を設けるのが適当であ
る。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

6
エネルギーを使用して事業
を行う者に対する指導及び
助言（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

○
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行う際に当該事務を能動的に実施
する必要があるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

7①③～
⑤

特定事業者の指定、エネル
ギー使用状況届出の受
理、特定事業者の指定取
消申出の受理、特定事業
者の指定取消

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法7⑥の所管大臣への通知義務を担
保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

7の2③
特定事業者からのエネル
ギー管理統括者の選任又
は解任の届出受理

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

<7の2③>

特定事業者からのエネル
ギー管理企画推進者の選
任又は解任の届出受理※
法7の3④において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

<7の2③>

特定連鎖化事業者からの
エネルギー管理統括者又
はエネルギー管理企画推
進者の選任又は解任の届
出受理
※法19の2①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

7の4①～
③

第一種エネルギー管理指
定工場等の指定、指定取
消申出の受理、指定取消
(特定事業者)

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法7の4④の所管大臣への通知義務を
担保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

<7の4①
～③>

第一種エネルギー管理指
定工場等の指定、指定取
消申出の受理、指定取消
(特定連鎖化事業者)
※法19の2①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法7の4④の所管大臣への通知義務を
担保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

8②
第一種特定事業者からの
エネルギー管理者の選任
又は解任の届出受理

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
を適切に行うためには、エネルギー管
理統括者の選任状況を把握しておく必
要がある。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

<8②>

特定連鎖化事業者からの
エネルギー管理者の選任
又は解任の届出受理※法
19の2①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

13③
第一種指定事業者からの
エネルギー管理員の選任
又は解任の届出受理

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

<13③>

第二種特定事業者からの
エネルギー管理員の選任
又は解任の届出受理※法
18①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
を適切に行うためには、エネルギー管
理統括者の選任状況を把握しておく必
要がある。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

<13③>

特定連鎖化事業者からの
エネルギー管理員の選任
又は解任の届出受理※法
19の2①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。

<13③>

特定連鎖化事業者のうち
第二種エネルギー管理指
定工場等を設置している者
からのエネルギー管理員
の選任又は解任の届出受
理※法19の2②において準
用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

通知 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
また、選任された者が資格要件を満た
しているかの確認には、国が保有する
有資格者リストとの照合が必要である
ため。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

14①
特定事業者が作成した中
長期的な計画の受理（注
１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

<14①>

特定連鎖化事業者が作成
した中長期的な計画の受
理
※法19の2①において準用
（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

15①
特定事業者による定期報
告の受理（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

<15①>

特定連鎖化事業者による
定期報告の受理
※法19の2①において準用
（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

16①～④
合理化計画に係る指示、公
表及 び命令（特定事業者）
（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（○）
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行う際に当該事務を能動的に実施
する必要があるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<16①～
④>

合理化計画に係る指示、公
表及 び命令（特定連鎖化事
業者）
※法19の2①において準用
（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（○）
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行う際に当該事務を能動的に実施
する必要があるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

17①～④

第二種エネルギー管理指
定工場等の指定、指定取
消申出の受理、指定取消
(特定事業者)

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法17⑤の所管大臣への通知義務を担
保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

<17①～
④>

第二種エネルギー管理指
定工場等の指定、指定取
消申出の受理、指定取消
(特定連鎖化事業者)
※法19の2①において準用

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法17⑤の所管大臣への通知義務を担
保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

19①～④

特定連鎖化事業者の指
定、エネルギー使用状況届
出の受理、特定事業者の
指定取消申出の受理、特
定事業者の指定取消

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法19⑤の所管大臣への通知義務を担
保するため。
また、主務大臣の権限である法16⑤
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

20③

特定事業者に対する調査
を行った登録調査機関から
の確認調査結果の報告の
受理（注１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<20③>

特定連鎖化事業者に対す
る調査を行った登録調査機
関からの確認調査結果の
報告の受理
※法20⑥において準用（注
１）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法16⑤の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

60
荷主に対する指導及び助
言（注２）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法64③の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

○
主務大臣の権限である法64③の命令
を行う際に当該事務を能動的に実施
する必要があるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法64③の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

61①～④

特定荷主の指定、貨物輸
送量届出の受理、特定荷
主の指定取消申出の受
理、特定荷主の指定取消

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法64③の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（通知） 6②

法61⑤の所管大臣への通知義務を担
保するため。
また、主務大臣の権限である法64③
の命令の端緒となる情報であり、国に
おいて適切に把握しておく必要がある
ため。

62
特定荷主が作成した目標
達成計画の受理（注２）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法64③の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法64③の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

63①
特定荷主による定期報告
の受理（注２）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法64③の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法64③の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3－17 法令名： エネルギーの使用の合理化に関する法律（S54法49）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

64①②
特定荷主に対する勧告、公
表及 び命令（注２）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法64③の命令
を行うにあたっての前提となる事務・
手続であるため。

（○）
主務大臣の権限である法64③の命令
を行う際に当該事務を能動的に実施
する必要があるため。

事後報告 6②
主務大臣の権限である法64③の命令
の端緒となる情報であり、国において
適切に把握しておく必要があるため。

87①②⑧ 報告及び立入検査
 自治

法定受託
(7)

主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令を行うにあたっての前
提となる事務・手続であるため。

○
主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令を行う際に当該事務を
能動的に実施する必要があるため。

事後報告 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令の端緒となる情報であ
り、国において適切に把握しておく必
要があるため。

87③⑨
報告及び立入検査（注１）
（注２）

 自治
法定受託

(7)
主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令を行うにあたっての前
提となる事務・手続であるため。

（○）
主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令を行う際に当該事務を
能動的に実施する必要があるため。

事後報告 6②

主務大臣の権限である法16⑤の命
令、64③の命令の端緒となる情報であ
り、国において適切に把握しておく必
要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3－⑱ 法令名： 消費生活用製品安全法（S48法31）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

4②Ⅰ

輸出用特定製品の販売等
の届出受理（特定製品の製
造事業に係る工場等が一
の経済産業局の管轄区域
内にある者に関するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

4②Ⅰ

輸出用特定製品の販売等
の届出受理（特定製品の輸
入・販売事業に係る事務所
等が一の経済産業局の管
轄区域内のみにある者に
関するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

6

特定製品の製造・輸入事業
の届出受理（一の届出区分
に属する特定製品製造事
業に係る工場等が一の経
済産業局の管轄区域内に
のみある届出事業者に関
するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

7②
届出事業者の地位の承継
の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

8
届出事業者の届出事項の
変更の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3－⑱ 法令名： 消費生活用製品安全法（S48法31）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

9
届出事業者の事業廃止の
届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

10
届出事項に係る情報提供
の請求（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事項に係る情報の提供は、市場
における違反等の発見の端緒となりう
るものであり、情報提供のみでは製品
安全の確保という本来の行政目的を
達し得ないため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

11①Ⅰ
輸出用特定製品の製造・輸
入の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

6

特定製品の製造・輸入事業
の届出受理（一の届出区分
に属する特定製品輸入事
業に係る事業所等が一の
経済産業局の管轄区域内
にのみある届出事業者に
関するもの）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

7②
届出事業者の地位の承継
の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。
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【様式２】

個表番号： 3－⑱ 法令名： 消費生活用製品安全法（S48法31）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

8
届出事業者の届出事項の
変更の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

9
届出事業者の事業廃止の
届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

10
届出事項に係る情報提供
の請求（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
情報提供のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

11①Ⅰ
輸出用特定製品の製造・輸
入の届出受理（同上）

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

14
届出事業者に対する改善
命令

○
移譲後も大臣に残る権限（第３２条）を
処理するためには並行権限行使を許
容する必要があるため。
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【様式２】

個表番号： 3－⑱ 法令名： 消費生活用製品安全法（S48法31）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

15
届出事業者に対する技術
基準に対する適合性につ
いての表示の禁止命令

○
移譲後も大臣に残る権限（第３２条）を
処理するためには並行権限行使を許
容する必要があるため。

32の2
特定保守製品の製造・輸入
事業者（特定製造事業者
等）の事業の届出受理

 自治
法定受託

(7)

届出事業者に関する情報は、国によ
る違反対応等に不可欠なものであり、
届出受理のみでは製品安全の確保と
いう本来の行政目的を達し得ないた
め。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

32の16
特定製造事業者等に対す
る改善命令

○
移譲後も大臣に残る権限（第３２条）を
処理するためには並行権限行使を許
容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

32の20
特定製造事業者等に対す
る勧告・措置命令

○
移譲後も大臣に残る権限（第３２条）を
処理するためには並行権限行使を許
容する必要があるため。

事後報告 6②

同事務は、違反対応等、講じられる事
後的な是正処理の端緒として把握す
る必要がある事務であり、「地方分権
改革推進委員会第三次勧告（平成21
年10月）」のメルクマール6②により、
国に同関与を認めるのが適当である。

40①
消費生活用製品の製造・輸
入事業者に対する報告徴
収

 自治
法定受託

(7)

製造・輸入事業者に対する報告徴収
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、報告徴収のみでは製品安
全の確保という本来の行政目的を達し
得ないため。
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【様式２】

個表番号： 3－⑱ 法令名： 消費生活用製品安全法（S48法31）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

41①
消費生活用製品の製造・輸
入事業者に対する立入検
査

 自治
法定受託

(7)

製造・輸入事業者に対する立入検査
は、国による違反対応等に不可欠なも
のであり、立入検査のみでは製品安
全の確保という本来の行政目的を達し
得ないため。

42①
消費生活用製品の製造・輸
入事業者に対する消費生
活用製品の提出命令

 自治
法定受託

(7)

製造・輸入事業者に対する製品提出
命令は、国による違反対応等に不可
欠なものであり、提出命令のみでは製
品安全の確保という本来の行政目的
を達し得ないため。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制
のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何
によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号： 3-⑲ 法令名： 砂利採取法（S43法74）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

30②

砂利採取業者と鉱業権者
の協議に係る決定
※採石法34②～⑦におい
て準用

 自治
法定受託

(2)②

同事務は、天然資源の適正管理に関
係する事務であり、「地方分権推進計
画（平成10年5月29日閣議決定）のメ
ルクマール(2)②により、国に同関与を
認めるのが適当である。

41の2
経産大臣の指示
（都道府県知事に対する災
害防止の指示）

 自治
法定受託

(2)②

法の目的である災害防止や砂利採取
業の健全な発展を達成するために行
う当該業務は、天然資源の適正管理
に関する事務に該当（「地方分権推進
計画（平成10年5月28日）」メルクマー
ル(2)②）するため。

○

法律の目的を達成するために必要な
災害防止指示ができる本条項は、法
律所管省として直接当該者に権限を
行使できることも可能とする必要があ
るため。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

86



【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

１０① 割賦販売業者に対する勧告 法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対応に違
いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくなるおそ
れがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う必要が
ある。
　したがって、本事務については、一定の判断を要するため、割賦
販売法における特別の必要性に基づき国に「同意」の関与を認め
るのが適当である（付随する「事前協議」も不可欠。）（「地方分権
推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

16②
営業保証金の供託に係る
届出受理
（許可割賦販売業者）

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

<16②>

営業保証金の供託に係る
届出受理
(前払式特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

<16②>

新たに営業所等を設置した
場合の営業保証金の供託
に係る届出受理（許可割賦
販売業者）
※法18②において準用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

<16②>

新たに営業所等を設置した
場合の営業保証金の供託
に係る届出受理 (前払式特
定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できることとなるため、国に対する「事後報告」が不可欠である（「地
方分権改革推進委員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該
当。）。

<16②>

営業保証金の不足額を供
託する場合の前受金保全
措置の届出受理（許可割賦
販売業者）
※法22③において準用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<16②>

営業保証金の不足額を供
託する場合の前受金保全
措置の届出受理 (前払式
特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

18の4
①

前受金保全措置に係る届
出受理
（許可割賦販売業者）

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出の受理による前受金保全措置が確認されなかった場
合、改善命令要件に該当することとなるため、国に対する「事後報
告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平成
21年10月）」の６②に該当。）。

<18の4
①>

前受金保全措置に係る届
出受理
(前払式特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出の受理による前受金保全措置が確認されなかった場
合、改善命令要件に該当することとなるため、国に対する「事後報
告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平成
21年10月）」の６②に該当。）。

18の5
③⑤

前受業務保証金の取戻し
並びに供託委託契約の解
除に係る承認（許可割賦販
売業者）

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、本事務については、一定の判断を要するため、割賦
販売法における特別の必要性に基づき国に「同意」の関与を認め
るのが適当である（付随する「事前協議」も不可欠。）（「地方分権
推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

<18の5
③⑤>

前受業務保証金の取戻し
並びに供託委託契約の解
除に係る承認(前払式特定
取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、本事務については、一定の判断を要するため、割賦
販売法における特別の必要性に基づき国に「同意」の関与を認め
るのが適当である（付随する「事前協議」も不可欠。）（「地方分権
推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

20の3
①～
③、⑤

供託委託契約受託者への
供託指示、供託書の写しの
提出等
（許可割賦販売業者）

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠。）（「地方分権推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<20の3
①～
③、⑤>

供託委託契約受託者への
供託指示、供託書の写しの
提出等
(前払式特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠。）（「地方分権推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

20の4
②

供託した前受業務保証金
の取戻し承認
（許可割賦販売業者）

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、本事務については、一定の判断を要するため、割賦
販売法における特別の必要性に基づき国に「同意」の関与を認め
るのが適当である（付随する「事前協議」も不可欠。）（「地方分権
推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

<20の4
②>

供託した前受業務保証金
の取戻し承認
(前払式特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　したがって、本事務については、一定の判断を要するため、割賦
販売法における特別の必要性に基づき国に「同意」の関与を認め
るのが適当である（付随する「事前協議」も不可欠。）（「地方分権
推進計画」のメルクマール(ｃ)に該当。）。

22②
不足額の前受金保全措置
の届出
（許可割賦販売業者）

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式割賦販売は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出の受理による前受金保全措置が確認されなかった場
合、改善命令要件に該当することとなるため、国に対する「事後報
告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平成
21年10月）」の６②に該当。）。

<22②>

不足額の前受金保全措置
の届出
(前払式特定取引業者)
※法35の3の62において準
用

法定受託 (2)④ 無 事後報告 ６②

前払式特定取引は、広域実施体制によって同種の事業者への対
応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護が図れなくな
るおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・規制を行う
必要がある。
　当該届出の受理による前受金保全措置が確認されなかった場
合、改善命令要件に該当することとなるため、国に対する「事後報
告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平成
21年10月）」の６②に該当。）。
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<16②>

新たに営業所等を設置した
場合の営業保証金の供託
に係る届出受理（包括信用
購入あっせん業者）
※法35の3において準用

法定受託 (2)④ 事後報告 ６②

包括信用購入あっせん取引は、広域実施体制によって同種の事
業者への対応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護
が図れなくなるおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・
規制を行う必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

<16②>

営業保証金の不足額を供
託する場合の前受金保全
措置の届出受理（包括信用
購入あっせん業者）
※法35の3において準用

法定受託 (2)④ 事後報告 ６②

包括信用購入あっせん取引は、広域実施体制によって同種の事
業者への対応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護
が図れなくなるおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・
規制を行う必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

<16②>

営業保証金の供託に係る
届出受理（包括信用購入
あっせん業者）
※法35の3において準用

法定受託 (2)④ 事後報告 ６②

包括信用購入あっせん取引は、広域実施体制によって同種の事
業者への対応に違いが生じた場合には、全国一律の消費者保護
が図れなくなるおそれがあるため、全国一律で均一性のある監督・
規制を行う必要がある。
　当該届出を受理することにより、事業者が営業を開始することが
できるという割賦販売法上の効果が生じるため、国に対する「事後
報告」が不可欠である（「地方分権改革推進委員会第３次勧告（平
成21年10月）」の６②に該当。）。

30の5
の3①

包括信用購入あつせん業
者に対する改善命令 法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

33の5
登録包括信用購入あつせ
ん業者に対する改善命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

34①
登録包括信用購入あっせ
ん業者に対するカード等の
交付等の禁止命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

<20②>

登録包括信用購入あっせ
ん業者に対するカード等の
交付等の禁止命令の取消
し※法34②において準用

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

34の2
①②⑤

登録包括信用購入あっせ
ん業者に対する登録の取
消し

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<24>

登録包括信用購入あつせ
ん業者に対する処分に係
る公示※法35の3において
準用

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

32①
包括信用購入あっせん業
者の登録申請の受理

 自治
法定受託

(2)④

　包括信用購入あっせん事業者は、信用
秩序に重大な影響を及ぼす事業者であ
り、その監督は「地方分権推進計画（平成
10年5月28日）」のメルクマール(2)④に該
当する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

33
包括信用購入あっせん業
者の登録

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。

33の2
①

包括信用購入あっせん業
者の登録の拒否

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。
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個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<32①>

登録包括信用購入あっせ
ん業者の変更登録申請の
受理　※法33の3②におい
て準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

<33>
登録包括信用購入あっせ
ん業者の変更登録
※法33の3②において準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。

<33の2
①>

登録包括信用購入あっせ
ん業者の変更登録の拒否
※法33の3②において準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）に該当）。

<15③>
包括信用購入あっせん業
者の登録拒否の通知
※法33の2②において準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。
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個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）
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事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

33の3
①

登録包括信用購入あっせ
ん業者の変更登録申請の
受理

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

<15③>

登録包括信用購入あっせ
ん業者の変更登録申請に
対する不許可処分の通知
※法33の3②において準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

33の4
包括信用購入あっせん業
者の登録簿の閲覧

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

34の3
①

登録包括信用購入あっせ
ん業者の登録の消除

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）及びに該当）。
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個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<34の2
③>

登録包括信用購入あっせ
ん業者の登録の消除前の
事前協議※法34の3②にお
いて準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

<26①>
登録包括信用購入あっせ
ん業廃止の届出受理
※法35の3において準用

 自治
法定受託

(2)④

包括信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録包括信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

35の3
の21①

個別信用購入あっせん業
者に対する改善命令

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者等
に対する改善命令等については法定受託
事務と整理されているが、本項も同様の
事務であり法定受託事務とすべきもので
ある。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

35の3
の31

登録個別信用購入あっせ
ん業者に対する改善命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。
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【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）
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条項 事務内容
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事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

35の3
の32①
②⑤

登録個別信用購入あっせ
ん業者に対する登録の取
消、業務停止命令 等

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,k

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、命令等の行政による
処分においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のある
監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）。さらに、広域的な被害のまん延防止の観点からの国に「指
示」の関与を認めるのが適当である（「地方分権推進計画」のメル
クマール（c）及び(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

35の3
の32⑤

登録個別信用購入あっせ
ん業者に対する登録の取
消、業務停止命令に係る通
知

法定受託 (2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

<24>

登録個別信用購入あっせ
ん業者に対する処分に係
る公示
※法35の3の35において準
用

法定受託 (2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

35の3
の24①

個別信用購入あっせん業
者の登録申請の受理

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。
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<35の3
の24①
>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の更新申請
の受理
※法35の3の27②において
準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

35の3
の25

個別信用購入あっせん業
者登録及びその通知

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

<35の3
の25>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の更新及び
その通知※法35の3の27②
において準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

35の3
の26①

個別信用購入あっせん業
者の登録の拒否

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。
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<35の3
の26①
>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の更新の拒
否
※法35の3の27②において
準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

<15③>

個別信用購入あっせん業
者の登録の拒否の通知
※法35の3の26②において
準用

法定受託 (2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

<15③>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の更新の拒
否の通知
※法35の3の27②において
準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

35の3
の28①
<15③>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の変更登録の申請
受理

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。

98



【様式２】

個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<15③
> 35の3
 の28①

登録個別信用購入あっせ
ん業者の変更登録申請に
対する不許可処分の通知
※法35の3の28②において
準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

<35の3
の25>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の変更登録及びそ
の通知 変更登録申請に対
 する登録拒否の通知 ※法
35の3の28②において準用

自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。

<35の3
の26①
>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の変更登録の拒否
 登録簿の閲覧
※法35の3の28②において
準用

自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。

35の3
の29

登録個別信用購入あっせ
ん業者登録簿の閲覧 の登
 録の消除

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。
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個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

35の3
の33①

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の消除 前の
 事前協議※法35の3の33②
 において準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意

c

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「同
意」の関与を認めるのが適当である（付随する「事前協議」も不可
欠）（「地方分権推進計画」のメルクマール（c）に該当）。

<35の3
の32③
>

登録個別信用購入あっせ
ん業者の登録の消除前の
事前協議 廃止の届出受理
※法35の3の33②35におい
て準用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

<26①>

登録個別信用購入あっせ
ん業廃止の届出受理 クレ
 ジットカード等購入あっせん
 業者等に対する改善命令
※法35の3の35において準
用

 自治
法定受託

(2)④

個別信用購入あっせん事業者は、信用秩
序に重大な影響を及ぼす事業者であり、
その監督は「地方分権推進計画（平成10
年5月28日）」のメルクマール(2)④に該当
する。
また、登録個別信用購入あつせん業者に
対する改善命令等については法定受託事
務と整理されているが、監督・規制は登録
から行政処分まで一体的な法運用が不可
分のものであり、本項も法定受託事務とす
べきものである。

事後報告 ６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性に基づき国に「事
後報告」の関与を認めるのが適当である（「地方分権改革推進委
員会第３次勧告（平成21年10月）」の６②に該当。）。
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個表番号： 3－⑳ 法令名： 割賦販売法（S36法159）
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条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

35の17
クレジットカード等購入あっ
せん業者等に対する改善
命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、事業者の登録等に係
る事務においては、国の特別な関与による全国一律で均一性のあ
る監督・規制権限を維持する必要がある。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性、及び、広域的な
被害のまん延防止の観点からの国に「指示」の関与を認めるのが
適当である（「地方分権推進計画」のメルクマール(k)に該当）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

40①
割賦販売を業とする者に対
する報告徴収

 自治
法定受託

(2)④

割賦販売を業とする者は、信用秩序に重
大な影響を及ぼす事業者であり、その監
督は「地方分権推進計画（平成10年5月28
日）」のメルクマール(2)④に該当する。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

指示
事後報告

k,６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、報告徴収・立入検査
の懈怠による消費者被害の発生を防止すべく、国の特別な関与に
よる全国一律で均一性のある監督・規制権限を維持する必要があ
る。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性、及び、広域的な
被害のまん延防止の観点からの国に「指示」の関与を認めるのが
適当である（付随する「事後報告」も不可欠）（「地方分権推進計
画」のメルクマール(k)及び「地方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成21年10月）」の６②に該当。）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

40③⑤
⑦～⑨
⑪

包括信用購入あつせん業
者 又は、個別信用購入あ
つせん業者及び前払式特
定取引業者等に対する報
告徴収等

 自治
法定受託

(2)④

　包括信用購入あつせん業者、個別信用
購入あっせん事業者及び前払式特定取
引業者等は、信用秩序に重大な影響を及
ぼす事業者であり、その監督は「地方分権
推進計画（平成10年5月28日）」のメルク
マール(２)④に該当する。
また、登録包括信用購入あつせん業者及
び登録個別信用購入あつせん業者に対
する改善命令等については法定受託事務
と整理されているが、監督・規制は登録か
ら行政処分まで一体的な法運用が不可分
のものであり、本項も法定受託事務とすべ
きものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

指示
事後報告

k,６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、報告徴収・立入検査
の懈怠による消費者被害の発生を防止すべく、国の特別な関与に
よる全国一律で均一性のある監督・規制権限を維持する必要があ
る。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性、及び、広域的な
被害のまん延防止の観点からの国に「指示」の関与を認めるのが
適当である（付随する「事後報告」も不可欠）（「地方分権推進計
画」のメルクマール(k)及び「地方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成21年10月）」の６②に該当。）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

41①③
～⑥

立入検査
 自治
法定受託

(2)④

　割賦販売法で規制している事業者につ
いては、信用秩序に重大な影響を及ぼす
事業者であり、その監督は「地方分権推進
計画（平成10年5月28日）」のメルクマール
(2)④に該当する。
また、登録包括信用購入あつせん業者及
び登録個別信用購入あつせん業者に対
する改善命令等については法定受託事務
と整理されているが、監督・規制は登録か
ら行政処分まで一体的な法運用が不可分
のものであり、行政処分を行うにあたって
本項は密接不可分のものであり、法定受
託事務とすべきものである。

○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

指示
事後報告

k,６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、報告徴収・立入検査
の懈怠による消費者被害の発生を防止すべく、国の特別な関与に
よる全国一律で均一性のある監督・規制権限を維持する必要があ
る。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性、及び、広域的な
被害のまん延防止の観点からの国に「指示」の関与を認めるのが
適当である（付随する「事後報告」も不可欠）（「地方分権推進計
画」のメルクマール(k)及び「地方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成21年10月）」の６②に該当。）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。
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43① 聴聞 法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、消費者保
護等のため緊急で対応が求められる
場合など、主務大臣が機動的に対応
できるよう、並行権限行使を許容する
必要があるため。

指示
事後報告

k,６②

　クレジット取引は、営業の広域性が高く、全国に居住する消費者
と取引を行うことが一般的である。このため、報告徴収・立入検査
の懈怠による消費者被害の発生を防止すべく、国の特別な関与に
よる全国一律で均一性のある監督・規制権限を維持する必要があ
る。
　したがって、割賦販売法における特別の必要性、及び、広域的な
被害のまん延防止の観点からの国に「指示」の関与を認めるのが
適当である（付随する「事後報告」も不可欠）（「地方分権推進計
画」のメルクマール(k)及び「地方分権改革推進委員会第３次勧告
（平成21年10月）」の６②に該当。）。
　なお、この場合の「指示」は指揮・命令と同程度の統制的権限を
有するものと解されるべきである。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体制のエリア内にしか及ばないの
か、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願います。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如何によっては、移譲することとした
個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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【様式２】

個表番号：

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

92 報告の徴収 ○

現行法上、都道府県が行う報告の徴
収に対して、食肉販売事業を含む商
工組合又は商工組合連合会等につい
ては、主務大臣自らもその権限を行使
することができることになっているた
め。

事後報告

現行法上、都道府県が行う食肉販売
事業を含む商工組合又は商工組合連
合会等に対する報告の徴収につい
て、その結果を主務大臣に報告する
義務が課せられているため。

93① 立入検査 ○

現行法上、都道府県が行う立入検査
に対して、食肉販売事業を含む商工
組合又は商工組合連合会等について
は、主務大臣自らもその権限を行使す
ることができることになっているため。

事後報告

現行法上、都道府県が行う食肉販売
事業を含む商工組合又は商工組合連
合会等に対する立入検査について、
その結果を主務大臣に報告する義務
が課せられているため。

<中小企
業等共同
組合法96

⑤>

組合等の解散を命じたと
き、解散の登記を嘱託しな
ければならないこと
※5の23⑤において準用

自治 － －

3-21 中小企業団体の組織に関する法律（S32法185）

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3－22 法令名： 信用保証協会法（S28法196）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

35
信用保証協会に対する報
告徴収・検査

法定受託
(7)

(2)④

　信用保証協会は、中小企業者等に
対する金融の円滑化を図ることを目的
としており、信用秩序に重大な影響を
及ぼすことから、メルクマールの（２）④
に該当する。

○

　信用補完制度においては、国と地域
が各々の視点（国：保険収支、地域：
制度融資）から検査権限を持つことに
よって、施策及び財政規律のバランス
を図っている。このため、法定受託事
務に対する並行権限の行使のアに該
当する。
　なお、地域の視点としては、都道府
県知事（市町村長）と重複することとな
るため、広域的実施体制の権限と管
轄区域内の都道府県知事（市町村長）
の権限について、どちらか一方に整理
すべき。

事後報告 6②

　法36条の監督命令等は、35条の報
告又は検査を端緒とするものであるこ
とから、地方分権改革推進委員会第3
次勧告（平成21年10月7日）における
事後報告・届出・通知を許容の6②に
該当する。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

157①②
商品取引所、その子会社
若しくはその会員等に対す
る報告徴収及び立入検査

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事務であっても、公益若し
くは取引の信義則の確保又は委託者
保護のため緊急に対応の必要が認め
られる場合、当該事務を行わなけれ
ば、我が国経済社会に不利益を及ぼ
すおそれがあるため、主務大臣に残る
権限を機動的に処理するためには、
並行権限の行使を許容する必要があ
るため。

指示
事後報告

ｋ,６②

商品市場における取引等の受託等に
おける公益若しくは取引の信義則の
確保又は委託者の保護に資すること
を目的としていることから、全国で統一
的かつ迅速な対応が必要であること
等を踏まえ、地方自治法第２４５条の７
に規定される是正の指示のみならず、
個別法に基づく関与として、国が報告
徴収及び立入検査に関する必要な指
示を行い、事後に報告を受けることが
できる規定を設けるべきであるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

214の3③
⑤

商品先物取引業者に係る
事故の確認

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事務に関し、有効なものと
するには一定の判断を要するため、主
務大臣に法令上認められている自ら
の権限に属する事務を処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意

c

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、主務
大臣固有の権限である商先法第２３６
条第１項に基づく許可取消し及び業務
停止命令の執行と一体的に措置する
ため、事前に協議を受け同意をするこ
とができる規定を設けるべきであるた
め。

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

231①～
③

商品先物取引業者に対す
る報告徴収及び立入検査

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、委託者等
保護のため緊急に対応の必要が認め
られる場合など、当該事務を行わなけ
れば、我が国経済社会に不利益を及
ぼすおそれがあるため、主務大臣に
残る権限を機動的に処理するために
は、並行権限の行使を許容する必要
があるため。
また、商先法第２３６条第１項に規定す
る業務停止命令及び許可取消しは、
主務大臣固有の権限であるため、同
条同項の執行を行うためにも、並行権
限の行使を許容する必要があるため。

指示
事後報告

ｋ,６②

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、国が
広域的実施体制に対して報告徴収及
び立入検査に関する必要な指示を行
い、事後に報告を受けることができる
規定を設けるべきであるため。
なお、この場合の指示」は指揮・命令と
同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

232①②
商品先物取引業者に対す
る業務改善命令等

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、委託者等
保護のため緊急に対応の必要が認め
られる場合など、当該事務を行わなけ
れば、我が国経済社会に不利益を及
ぼすおそれがあり、また国が必然的に
全国的に行う必要が生じうるため、主
務大臣に残る権限を機動的に処理す
るためには、並行権限の行使を許容
する必要があるため。
また、主務大臣が自ら実施した報告徴
収及び立入検査の結果、業務改善命
令が相当と判断した場合、並行権限
の行使を許容する必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、国が
業務改善命令等に関して必要な指示
をし、事前に協議を受け同意をするこ
とができる規定を設けるべきであるた
め。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

106



【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

235①②
純資産額規制比率につい
ての命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、委託者等
保護のため緊急に必要が認められる
場合など、当該事務を行わなければ、
我が国経済社会に不利益を及ぼすお
それがあり、また国が必然的に全国的
に行う必要が生じうるため、主務大臣
に残る権限を機動的に処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、国が
必要な措置の命令に関して必要な指
示をし、事前に協議を受け同意をする
ことができる規定を設けるべきである
ため。
また、主務大臣固有の権限である商
先法第２３５条第３項に基づく許可取
消しは、同条第１項及び第２項の結果
を踏まえて行使するため、その前提と
なる同条第１項及び第２項の行使に関
して必要な指示をし、事前に協議を受
け同意をすることができる規定を設け
るべきであるため。
なお、この場合の「同意」は承認、「指
示」は指揮・命令と同程度の統制的権
限を有するものと解されるべきもので
ある。
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<158②>
237で準

用

商品先物取引業者に対す
る措置命令における意見
聴取等

法定受託 (2)④ ○

主務大臣が商先法第２３２条第１項、
第２項及び第２３５条第１項、第２項の
権限を並行して行使する際に、当然行
使すべき権限であり、同様に並行権限
の行使を許容する必要があるため。

指示
事後報告 ｋ,６②

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、商先法第２３２条第１項、第２項及
び第２３５条第１項、第２項の権限を行
使するときに行使する権限であるた
め、国が広域的実施体制に対して商
先法第２３２条第１項、第２項及び第２
３５条第１項、第２項に係る指示を行う
に際して、同様に個別法に基づく関与
として、国が意見聴取等に関して必要
な指示を行い、事後に報告を受けるこ
とができる規定を設けるべきであるた
め。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

<158②>
240の25
で準用

商品先物取引仲介業者に
対する監督上の処分にお
ける意見聴取等

法定受託 (2)④ ○

主務大臣が自ら商先法第２４０条の２
３第１項の権限を行使する際に、当然
行使すべき権限であり、並行権限の行
使を許容する必要があるため。

指示
事後報告

ｋ,６②

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、商先法第２４０条の２３の権限を行
使するときに行使する権限であるた
め、国が広域的実施体制に対して商
先法第２４０条の２３に係る指示を行う
に際して、同様に個別法に基づく関与
として、国が意見聴取等に関して必要
な指示を行い、事後に報告を受けるこ
とができる規定を設けるべきであるた
め。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<214の3
③⑤>

240の17
で準用

商品先物取引仲介業者に
係る事故の確認

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項に関し、有効なものと
するには一定の判断を要するため、主
務大臣に法令上認められている自ら
の権限に属する事務を処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意

c

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、主務
大臣固有の権限である商先法第２４０
条の２３に基づく登録取消し及び業務
停止命令の を執行と一体的に措置す
るため、事前に協議を受け同意をする
ことができる規定を設けるべきである
ため。
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

<214の3
③⑤>

349③で
準用

特定店頭商品デリバティブ
取引業者に係る事故の確
認

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項に関し、有効なものと
するには一定の判断を要するため、主
務大臣に法令上認められている自ら
の権限に属する事務を処理するため
には、並行権限の行使を許容する必
要があるため。

事前協議
同意

c

商品市場の秩序維持に資するため、
統一的かつ迅速な対応が必要である
こと等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、主務
大臣固有の権限である商先法第３４９
条第８項に基づく業務停止命令と一体
的に措置するため、事前に協議を受け
同意をすることができる規定を設ける
べきであるため。

240の22
①②

商品先物取引仲介業者に
対する報告徴収及び立入
検査

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、委託者等
保護のため緊急に対応の必要が認め
られる場合など、当該事務を行わなけ
れば、我が国経済社会に不利益を及
ぼすおそれがあるため、主務大臣に
残る権限を機動的に処理するために
は、並行権限の行使を許容する必要
があるため。
また、商先法第２４０条の２３第１項に
規定する業務停止命令及び登録取消
しは、主務大臣固有の権限であるた
め、同条同項の執行を行うためにも、
並行権限の行使を許容する必要があ
るため。

指示
事後報告

ｋ,６②

広域的な被害のまん延防止の観点か
ら、委託者等の保護に資するため、統
一的かつ迅速な対応が必要であるこ
と等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、国が
広域的実施体制に対して報告徴収及
び立入検査に関する必要な指示を行
い、事後に報告を受けることができる
規定を設けるべきであるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。
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【様式２】

個表番号： 3-23 商品先物取引法（S25法239）

事務の区分 メルクマール 修正の理由 有無 修正の理由 国の関与 メルクマール 修正の理由

条項 事務内容

権限移譲後

事務の区分（法定受託事務か自治事務か） 大臣の並行権限の行使 国の関与

349⑤⑦
特定店頭商品デリバティブ
取引業者に対する立入検
査及び改善措置命令

法定受託 (2)④ ○

法定受託事務として広域的実施体制
が処理する事項であっても、商品市場
秩序の維持のため緊急に必要が認め
られる場合など、当該事務を行わなけ
れば、我が国経済社会に不利益を及
ぼすおそれがあり、また国が必然的に
全国的に行う必要が生じうるため、主
務大臣に残る権限を機動的に処理す
るためには、並行権限行使を許容する
必要があるため。
また、商先法第３４９条第８項に規定す
る業務停止命令は、主務大臣固有の
権限であるため、同条同項の執行を
行うためにも、並行権限の行使を許容
する必要があるため。

事前協議
同意
指示

c,ｋ

商品市場の秩序維持に資するため、
統一的かつ迅速な対応が必要である
こと等を踏まえ、地方自治法第２４５条
の７に規定する是正の指示のみなら
ず、個別法に基づく関与として、国が
立入検査及び改善措置命令に関する
必要な指示をし、事前に協議を受け同
意をすることができる規定を設けるべ
きであるため。
なお、この場合の「指示」は指揮・命令
と同程度の統制的権限を有するものと
解されるべきものである。

※個別事務・権限毎の検討に当たっての留意事項
作用法に規定のある個別の事務・権限毎に国の関与を始めとする具体的な検討が求められておりますが、移譲されることとなる広域実施体制による事務・権限の効力が、一の広域実施体
制のエリア内にしか及ばないのか、あるいは全国的に効力を有することとなるのか明らかでないため、現時点における当省からの回答は暫定的なものとならざるを得ないことにご留意願いま
す。
広域実施体制については、並行して詳細な内容が検討されていると承知しておりますが、域外権限についての考え方の整理を明確にしていただきますようお願いします。なお、その内容如
何によっては、移譲することとした個別の事務・権限の実行可能性について改めて精査する必要があると考えています。
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